
令和６年度 山形市立第一中学校夜間照明施設開放実施要項 

 

 

 

１ 開放期間    

開始日 令和６年４月１日（月） 

終了日 令和６年１１月３０日（土） 

 

         利用できない日 

         ５月２日（木）、５月３日（金）、５月４日（土）、 

６月１４日（金）、６月１５日（土）、６月１６日（日） 

９月２７日（金）、９月２８日（土）、９月２９日（日） 

１０月８日（火）、１０月９日（水）、１０月１０日（木） 

         利用できない日は随時ホームページに掲載予定 
 

 

２ 開放時間   

期  間 開 放 時 間 

上記の期間 １９時００分～２１時００分 

 

３ 利 用 料    １時間 ２，５００円 （３０分単位のコイン投入方法） 

 

４ 申込要件    ・営利を目的とした利用でないこと。 

          ・山形市に居住し、又は所在する事業所に勤務し若しくは学校に在学す 

る者により構成された団体であること。 

※山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例、山形市立小学

校及び中学校の施設の開放に関する条例施行規則に基づいて実施してお

ります。 

 

５ 申込場所    山形市教育委員会教育総務課窓口（山形市役所８階）  

TEL ０２３－６４１－１２１２（内線６０８，６０５） 

 

６ 申込開始    前月の２０日から先着順 

ただし４月に関しては１日から先着順 

 

７ 申込方法    教育委員会教育総務課の窓口で「小学校及び中学校開放施設使用許可申

請書」と「山形市立第一中学校夜間照明施設利用申込書」を記入し、利

用料をお支払いください。 

          「小学校及び中学校開放施設使用許可証」、「領収証」、夜間照明施設のコ

インとコインボックスの鍵をお渡しします。 

 

 



 

 

８ 利用料の還付  雨天等で利用できなかった場合、または、利用者の責により利用しない

場合は、次の回に利用を振替えるか、利用料を返金いたしますので、そ

の旨連絡して下さい。 

・雨天等で利用できなかった場合 

→利用予定日から１週間以内に連絡すること。 

           ・利用者の責により使用しない場合 

            →利用予定日の１０日前までに連絡すること。 

          教育委員会教育総務課の窓口で「山形市立第一中学校照明施設利用料還

付申込書」を記入し、未使用のコインを返却してください。１～２週間

後、「山形市立第一中学校照明施設利用料還付決定通知」を送付し、指定

の口座に利用料を返金いたします。 

 

９ 利用方法   ① 利用する団体は、教育委員会教育総務課の窓口での申込時に利用時間

に相当するコインとコインボックスの鍵を受け取って下さい。 

② コインボックスを開け、主照明スイッチをＯＮにし、投入口に利用時

間単位のコインを投入すると自動的に照明がつきます。コインは２時

間分まとめて投入または、天候等の状況により３０分単位で投入して

も結構です。 

③ 利用終了後は、団体責任者が清掃・整備の確認をし、コインボックス

の鍵をかけ、鍵はコインボックス左下にある指定の返却口に入れて下

さい。 

 

１０ 利用上の注意 

 ① 利用後は、グラウンド内の清掃・整備を必ず行うこと。 

② 校地内では、ゴミを散らかさないこと。校地内禁煙を徹底すること。 

 （相手チームがいる場合は周知すること。） 

③ グラウンド内に、自転車、バイク等を乗り入れないこと。 

④ グラウンドの施設、設備を変更しないこと。（設置場所等） 

⑤ トイレ等を使用した場合は確実に消灯を行うこと。 

⑥ 故意または重大な過失により施設設備を破損した場合は、速やかに学

校長あて破損届を提出し、利用者の負担により修繕を行うこと。 

⑦ グラウンドは大切な学習の場のため、利用中は、良識ある判断のもと

風紀を乱す行為や公益を害することのないよう努めること。 

⑧ ボール等がグラウンドの外に飛び出すことや、騒音等により近隣住民

に迷惑のかからないよう努めること。 

⑨ 利用マナー・規定を守らない団体、並びに施設利用に適さない団体は、

利用をお断りする場合があります。 

⑩ 大会前等で部活動が延長する場合は、利用を禁止することがあります。 

⑪ 利用の許可を得た場合であっても、天候のためグラウンドが軟弱の場

合、利用を禁止することがあります。（学校側の判断によります。） 







 

 

 

 

令和  年  月  日 

（宛先）山形市教育委員会教育総務課長 

団  体  名 

代表者 住 所 

    氏 名 

 

山形市立第一中学校夜間照明施設利用申込書 

 

 山形市立第一中学校の夜間照明施設を利用したいので申込します。 

利 用 日 利 用 時 間 
夜間照明利用料 

１時間 2,500 円 
備  考 

月  日（  ） ：  ～  ： 円  

月  日（  ） ：  ～  ： 円  

月  日（  ） ：  ～  ： 円  

月  日（  ） ：  ～  ： 円  

月  日（  ） ：  ～  ： 円  

月  日（  ） ：  ～  ： 円  

月  日（  ） ：  ～  ： 円  

月  日（  ） ：  ～  ： 円  

月  日（  ） ：  ～  ： 円  

月  日（  ） ：  ～  ： 円  

利 用 料 合 計 円  

 

領  収  証 

 

団  体  名 

代表者 氏 名                様 

 

 

 

 

山形市立第一中学校の夜間照明施設利用料として上記の金額領収いたしました。 

領
収
日
付
印 

 

 

供 

覧 

課  長 課長補佐 係  長 係 

    

金 

額 

     円 
税率１０％対象 

内消費税額        円 

山形市 登録番号 Ｔ７００００２００６２０１４ 



山形市立第一中学校夜間照明施設利用料還付申込書 

                                令和  年  月  日   

  （宛先）山形市長 

                     団 体 名            

代表者住所            

代表者氏名            

（自署） 

電 話 番 号                 

     年  月  日付申込の山形市立第一中学校夜間照明施設の利用料について下記により利用料 

の還付を受けたいので申請します。 

理 由  

還 付 を 申 込 

す る 利 用 料 

の 内 訳 

利 用 月 日 利 用 時 間 利 用 料 金 

月  日（  ） ：  〜  ： 円 

月  日（  ） ：  〜  ： 円 

月  日（  ） ：  〜  ： 円 

月  日（  ） ：  〜  ： 円 

納 入 月 日 令和   年   月   日 

還 付 金 額 円      

 

 

 

 

還付方法 

 

 

 

口座払い 

                   支店 

         銀行        出張所 

          普通・当座・その他 

口座番号 

フリガナ 

口座名義 

 



教 （総） 第    号 

令和  年  月  日 

 

山形市立第一中学校夜間照明施設利用料還付決定通知書 

 団 体 名            

代表者住所            

代表者氏名                  様 

           

山形市長        □印    

     年  月  日で申請のあった山形市立第一中学校夜間照明施設の利用料の還付申請について 

下記により還付することを決定しました。 

理 由  

還 付 利 用 料 

の   内   訳 

利 用 月 日 利 用 時 間 利 用 料 金 

月  日（  ） ：  〜  ： 円 

月  日（  ） ：  〜  ： 円 

月  日（  ） ：  〜  ： 円 

月  日（  ） ：  〜  ： 円 

納 入 月 日 令和   年   月   日 

還 付 金 額 円      

 
 

 

還付方法 

 

 

 

口座払い 

                   支店 

         銀行        出張所 

          普通・当座・その他 

口座番号 

フリガナ 

口座名義 

 


